
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
処理すべき繊維を含む複合廃材を 粗
破砕機に

上記
軽量物は空気流により移送し集塵機により搬送気流と分離すると共に、上記重量物は粉砕
機に移送し、粉砕と衝撃とを付与して、重量物に残存している繊維屑と再使用可能な母材
とに分離せしめ、しかる後、篩機により繊維屑と再使用可能な母材を篩分けし、取り出す
ことを特徴とする繊維を含む複合廃材処理方法。
【請求項２】

粗破砕機と、この粗破砕機に対
し 廃材を供給する供給機構と、粗破砕機

繊維質 主体と 軽量物 その他の重量物 分離する分
離器を備え、該分離器は供給機構下方適所に粗破砕機に対し微小間隙を存して対向配備す
ると共に、軽量物を空気流により吸引せしめ集塵機に移送する吸引ファンと、重量物に粉
砕作用と衝撃を付与し残存している繊維屑と再使用可能な母材とに分離せしめる粉砕機を
備え、該粉砕機より排出される繊維屑と母材とを篩い分ける篩機を備えたことを特徴とす
る繊維を含む複合廃材処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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供給機構によって順次粗破砕機側に移送しながら、該
より複合廃材から繊維質を主体とする軽量物を掻き取るとともに、該軽量物を回

転に伴う空気流に追随させることにより粗破砕直後にその他の重量物と分離せしめ、

複合廃材から軽量物を掻き取りながら複合廃材を破砕する
繰り出しロールによって順次複合 の回転に伴う空

気流に追随させることにより が された を と



【発明の属する技術分野】
本発明は、繊維補強された複合材料の製造工程過程で発生する切屑または使用後の廃材（
以下単に廃材という）等を再使用するための処理方法及びその装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
上記廃材は、処理困難な産業廃棄物の１つで、埋め立てまたは一部では破砕して土木等に
使用することが試みられているも、通常焼却する等の手段が採られている。
【０００３】
しかし近年はその回収処理が要求され、その再使用が問題となっている。
本発明者はかゝる点に鑑み、廃材の繊維とゴムとを効率良く分離し、再使用を可能とする
処理方法及びその装置を提案した（特願平８ー１４７９２４号）。
その概要を図３に示す。
【０００４】
図において繊維を含む複合廃材処理装置５０は、粗破砕機５１と、この粗破砕機５１に対
し粗砕された廃材をブロック状に押し固めつゝ供給する供給機構５２と、粗破砕機５１に
より破砕された破砕物を空気流により移送する吸引フアン５３と、移送された破砕物を搬
送気流と分離する分離器５４と、分離された破砕物を受入れこれを粉砕する粉砕機５５と
、該粉砕機５５により粉砕された粉砕物を篩い分けする篩機５６とより構成される。
【０００５】
粗破砕機５１は、周知の如くシリンダの外周にガーネットワイヤを巻付けてなるもので、
供給機構５２から繰り出される廃材をガーネットワイヤにより破砕し、該ガーネットワイ
ヤに付着するものは掻き取りプレート６３により掻き落とし、吸引フアン５３により吸引
し分離器５４に移送する。
【０００６】
分離器５４はサイクロン方式とし、搬送される微小物を遠心力により搬送気流と分離する
。この分離された搬送気流には若干の微小のゴム粉末と、繊維屑が混入している。従って
この粉末は集塵装置例えばバッグフイルタ５７において搬送気流と分離し、篩機６４によ
りゴム粒と繊維屑とを分離し、それぞれを適宜手段で取出す。
【０００７】
上記粉砕機５５は、例えばチョッパを使用する。該チョッパ５５は回転する複数の回転刃
５８を備え、分離物に対し粉砕と共に打撃を付与し、これにより繊維とゴムとの結合を解
離する。このチョッパ５５は作動中に発生する微粉末を網目（またはパンチングメタル）
５９により分離し、分離された微粉末は振動篩機６０に供給され、分離選別される。なお
、繊維屑は極めて軽量であり、この篩機に代えて空気流を利用した分別機を用いてもよい
。
【０００８】
なお上記チョッパ５５において微小粉末に破砕されず残留する比較的大形の残留物は振動
篩機５６に供給され、分離した繊維屑と母材とに分離選別する。なお分別されない大形の
残留物は、粗破砕機５１の供給機構５２に供給され、再度上記工程が繰り返される。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上記方法によるときは、粗破砕機により破砕された廃材の総てを分離器５４に移送し、分
離するようにしたものである。しかし実験の結果、粗破砕機による破砕によりゴム片は殆
ど繊維と分離されていることが判明した。
本発明はかゝる点に鑑み、粗破砕直後において破砕された破砕物中の繊維質を主体とする
軽量物とその他の重量物に分離することにより装置の簡素化をはかることを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するための第１の発明は、その方法に係わり、処理すべき繊維を含む複合
廃材を 粗破砕機に
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供給機構によって順次粗破砕機側に移送しながら、該 より複合廃材から



上記軽量物は空気流により移送
し集塵機により搬送気流と分離すると共に、上記重量物は粉砕機に移送し、粉砕と衝撃と
を付与して、重量物に残存している繊維屑と再使用可能な母材とに分離せしめ、しかる後
、篩機により繊維屑と再使用可能な母材を篩分けし、取り出すことを特徴とする。
【００１１】
上記方法からなる本発明の繊維を含む複合廃材処理方法は、廃材を粗破砕機により破砕す
ることにより、繊維と重量物とは分離が容易となる。ついで重量物を粉砕することにより
重量物の残存繊維とは更に分離される。これを篩い分けすることにより両者はそれぞれ分
離して回収することが出来る。
【００１２】
第２の発明は、上記方法を実施する装置に係わり、

粗破砕機と、この粗破砕機に対し 廃
材を供給する供給機構と、粗破砕機 繊維質
主体と 軽量物 その他の重量物 分離する分離器を備え、該分離器は供給機構下方
適所に粗破砕機に対し微小間隙を存して対向配備すると共に、軽量物を空気流により吸引
せしめ集塵機に移送する吸引ファンと、重量物に粉砕作用と衝撃を付与し残存している繊
維屑と再使用可能な母材とに分離せしめる粉砕機を備え、該粉砕機より排出される繊維屑
と母材とを篩い分ける篩機を備えたことを特徴とする。
【００１３】
上記の構造からなる本発明は、廃材は粗破砕機により破砕されることにより、再使用可能
な母材を主体とする重量物と、繊維屑を主体とする軽量物とに分離される。繊維屑は粗破
砕機の回転に付随して生ずる気流に伴い移送され、分離器により重量物と分離される。分
離された重量物は粉砕機において粉砕することにより、繊維屑と再使用可能な母材とに分
離し、これを篩機により篩い分けする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
図１及び図２は本発明の実施例を示す。図において繊維を含む複合廃材処理装置１は、粗
破砕機２と、この粗破砕機２に対し廃材Ｗを供給する供給機構３と、粗破砕機２により破
砕された破砕物を再使用可能な母材を主体とする重量物Ｗ１と、繊維屑を主体とする軽量
物Ｗ２とを分離する分離器４と、分離された軽量物Ｗ２を空気流により移送する吸引フア
ン５及び上記重量物Ｗ１を受入れこれを粉砕する粉砕機６と、該粉砕機６により粉砕され
た粉砕物を篩い分けする篩機７とを主体として構成される。
【００１５】
供給機構３は繰り出しロール１０とディッシュプレート１１とより構成される。１２は繰
り出しロール１０の加圧機構を示す。粗破砕機２は図２に示す如く、シリンダ１５の外周
にガーネットワイヤ１３を巻付け、これに供給機構３を対設し、ガーネットワイヤ１３に
より掻取られた破砕物中の剥離された繊維質を主体とする軽量物Ｗ２とその他の重量物Ｗ
１とを分離する分離器４を対設する。この分離器４は断面略々三角形とし、先端を可及的
にガーネットワイヤ１３の近接し、かつディッシュプレート１１の下方適宜の距離、即ち
重量物Ｗ１の自由落下を許容する間隙を存して配備する。なお１４は繊維屑がガーネット
ワイヤ１３に付着して移行するのを剥離する掻き取りプレート、また１６は粗破砕機２の
駆動用モータである。
【００１６】
また１７は吸引フアン５の吸引側に取付けられる吸引ダクトを示し、ガーネットワイヤ１
３の下側で上記分離器４近くまで延長して設けられる。
【００１７】
上記粉砕機６は例えばチョッパ又はロールクラッシャ、円板に多数の粉砕刃を取付けた円
板粉砕機等適宜の構造のものを使用する。目的は重量物Ｗ１に残存する繊維を剥離する構
造であれはその他必ずしもこれら粉砕機に限るものではない。この粉砕機６から排出され
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繊維質を主体とする軽量物を掻き取るとともに、該軽量物を回転に伴う空気流に追随させ
ることにより粗破砕直後にその他の重量物と分離せしめ、

複合廃材から軽量物を掻き取りながら
複合廃材を破砕する 繰り出しロールによって順次複合

の回転に伴う空気流に追随させることにより が
された を と



る処理物は篩機７に供給され、繊維を主体とする軽量物と母材を主体とする重量物とに分
離する。
【００１８】
なお上記吸引フアン５により吸引された軽量物を含む搬送空気は集塵機２０に輸送される
。この集塵機２０は例えば多数のバッグフイルタ２１を垂下して取付け、これに逆洗用圧
力空気噴出ノズル２２を備えたもので、搬送空気中の繊維を主体とする微粒子はバッグフ
イルタにより濾過されて付着し、定期的に圧力空気噴出ノズル２２から圧力空気を噴出す
ることにより剥離され落下する。これを篩機２３に供給する。また集塵機は、空気と塵埃
とを遠心分離させるダストフィルタユニット等を使用してもよい。
【００１９】
上記構成において、繊維を含む複合材料、例えばゴムベルト、ゴムホース、カーペットや
タイヤ等の制作時に発生する裁断片または使用済みのこれらの製品等を適宜の大きさに破
断した廃材を供給機構３に供給し、繰り出しロール１０とディッシュプレート１１とによ
り挟持しつゝ順次粗破砕機２側に移送する。
粗破砕機２においてガーネットワイヤ１３により破砕することにより廃材中の重量物Ｗ１
は小塊の重量物となり落下し、軽量の繊維材は該ワイヤに引っ掛った状態、またはその気
流に乗って移行する。
【００２０】
これにより上記供給機構３より適宜の距離を離間した位置に分離器４を配置することによ
り重量物Ｗ１と軽量物Ｗ２とは分離され、重量物Ｗ１は落下して粉砕機６に供給される。
この粉砕機により粉砕することにより、重量物Ｗ１に残存する繊維と再使用可能な母材と
に分離され、篩機７により分別し、それぞれ回収する。
【００２１】
また軽量物Ｗ２は吸引フアン５の吸引力により吸引され、次工程の集塵機２０に供給され
る。この集塵機２０に移送される搬送気流中には若干の再使用可能な母材と繊維材とが含
まれる。集塵機２０においてこれらは搬送空気と分離され、分離された微小物は篩機２３
により比較的大形の繊維と微粒子状の母材とに分離される。
【００２２】
【発明の効果】
以上の如く本発明によるときは、繊維を含む複合廃材を粗破砕機により破砕することによ
り、再使用可能な母材を主体とする重量物は自重により落下し、繊維屑を主体とする軽量
物は粗破砕機のガーネットワイヤに引っ掛った状態及びこの回転に伴う空気流に追随して
移行する。落下した再使用可能な母材を主体とする重量物を粉砕機により粉砕と共に打撃
を与えることにより両者の結合物を解離するようにしたから、従来の処理困難な廃材を繊
維屑と母材とを分別して、それぞれ再度の使用を可能とすることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の全体説明図である。
【図２】本発明の粗破砕機による破砕要領説明図である。
【図３】周知の繊維を含む複合廃材の処理装置の概略説明図である。
【符号の説明】
１　繊維を含む複合廃材処理装置
２　粗破砕機
３　供給機構
４　分離器
５　吸引フアン
６　粉砕機
７　篩機
２０　集塵機
Ｗ１　重量物
Ｗ２　軽量物
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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